
平成１９年１２月２７日

山口県周南市平和通一丁目１０番の２
株式会社　西　京　銀　行
代表取締役　渡邊　孝夫

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

42,986 704,016

150 900

10,316 3,000

8 0

4,789 5,000

144,886 7,276

524,882 1,809

518 94

9,672 67

12,513 2,038

1,545 2,631

7,186 726,836

2,631

△ 12,832 11,300

8,910

資 本 準 備 金 8,910

6,962

利 益 準 備 金 1,963

その他利益剰余金 4,999

別 途 積 立 金 6,232

繰越利益剰余金 △ 1,233

△ 28

27,145

△ 6,945

△ 116

2,337

△ 4,724

22,420

749,256 749,256

その他有価証券評価差額金

社 債

支 払 承 諾

外 国 為 替

貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

第１００期　　中　　間　　決　　算　　公　　告

中間貸借対照表（平成１９年９月３０日現在）　

無 形 固 定 資 産

資 本 金

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

預 金現 金 預 け 金

外 国 為 替

借 用 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

譲 渡 性 預 金

科　　　　　　目科　　　　　　目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

（純資産の部）

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

有 形 固 定 資 産

負債の部合計

そ の 他 負 債

負債及び純資産の部合計資産の部合計

純資産の部合計

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

評価・換算差額等合計

土 地 再 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計



（単位：百万円）

金　　　　　　　　　　　額

11,021

8,366

（うち 貸出 金利 息） （ 6,571 ）

（うち有価証券利息配当金） （ 1,533 ）

1,419

292

942

11,947

1,428

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 1,160 ）

996

789

5,524

3,207

926

2

82

1,006

715

53

1,775

平成１９年　４月　１日から
平成１９年　９月３０日まで

中間損益計算書

役 務 取 引 等 収 益

科　　　　　目

そ の 他 業 務 収 益

営 業 経 費

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

税 引 前 中 間 純 損 失

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 損 失

経 常 損 失

そ の 他 経 常 収 益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他 経 常 費 用



個　別　注　記　表

１．中間貸借対照表の注記
注１． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  ２． 　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

  ３． 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株

式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等

（株式は中間決算期末月１カ月平均）に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないも

のについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につ

いては、全部純資産直入法により処理しております。

４． 　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時

価法により行っております。また、有価証券運用以外を主目的とする金銭の信託において信託財産を構成している有

価証券の評価は、上記２．及び３．と同じ方法によっております。

５． 　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

  ６． 　有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建  物　５年～５０年

　　動  産　３年～２０年

　なお、平成１９年度税制改正に伴い、平成１９年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。この変更による中間貸借対照表等に与える影響は軽微

であります。

　また、当中間期より、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した事

業年度の翌事業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。なお、これによる中間貸借対照表等に与える

影響は軽微であります。

  ７．   無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に

おける利用可能期間（勘定系基幹システム関連については８年、その他は５年）に基づいて償却しております。

  ８． 　外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

  ９． 　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上し

ております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る

債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

１０，４７３百万円であります。

  １０． 　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の

費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法によ

　　　　　　　　　　　　　り費用処理

　　　数理計算上の差異　　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法により

　　　　　　　　　　　　　按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

  １１． 　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、

当中間期に帰属する額を計上しております。

  １２． 　従来、一定の要件を満たす睡眠預金については、預金としての負債計上を中止するとともに利益計上を行い、預金

者からの払戻請求時に費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第４２

号平成１９年４月１３日）が平成１９年４月１日以後開始する事業年度から適用されることに伴い、当中間期から同

報告を適用し、利益計上を行った睡眠預金の預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払

戻損失見込額を睡眠預金払戻損失引当金として計上しております。

　これにより、従来の方法に比べ経常損失は６７百万円増加し、税引前中間純損失は同額増加しております。

  １３． 　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引については、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によっております。

  １４． 　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関

する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号。以下「業種別監査委員会報



告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

  １５． 　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の

会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別

監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、

外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手

段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認

することによりヘッジの有効性を評価しております。

  １６． 　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定

資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

  １７． 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額　３４百万円

  １８． 関係会社の株式（及び出資）総額　１，９１２百万円

  １９． 有形固定資産の減価償却累計額　８，６２０百万円

  ２０． 有形固定資産の圧縮記帳額  １６７百万円

  ２１． 　貸出金のうち、破綻先債権額は３，３６４百万円、延滞債権額は２３，０３３百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

  ２２． 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  ２３． 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は３，５６０百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。

２４． 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２９，９５９百万円であり

ます。

　なお、２１．から２４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

  ２５． 　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、９，１５４百万円であります。

  ２６． 　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産

　　　有価証券　　　１６，００８百万円

　　　預け金　　　　　　　　２１百万円

　　　その他資産（保証金）　　３百万円

　担保資産に対応する債務

　　　預金　　　　　　１，６３０百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券２０，７８０百万円及びその他資産（保証金）８百万円を

差し入れております。

　また、その他資産のうち保証金は２６０百万円であります。

  ２７． 　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１１９号）第２条第４号に定める財産評価基本通達に基づいて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な調整を行って算出

  ２８． 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３，０００百万円が

含まれております。

  ２９． 　社債には、劣後特約付社債５，０００百万円が含まれております。

  ３０． 　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債

務の額は４３０百万円であります。

　なお、当該保証債務に係る支払承諾および支払承諾見返については、「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第

１０号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第３８号平成１９年４月１７日）に

より改正されたことに伴い、相殺しております。



　前中間期において上記相殺を行った場合は、前中間期末の支払承諾および支払承諾見返は、それぞれ１８０百万円

減少します。

  ３１． 　１株当たりの純資産額２５２円５７銭

  ３２． 　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほか、「商品

有価証券」が含まれております。３３．についても同様であります。

  満期保有目的の債券で時価のあるもの

国債 ２３３ ２４４ １１

地方債 ３５ ３５ ０

社債 ４６０ ４６７ ７

外国債券 １０，１６０ ８，９１４ △　１，２４６

合計 １０，８９０ ９，６６２ △　１，２２７

  子会社・子法人等株式で時価のあるものはありません。

  その他有価証券で時価のあるもの

株式 １３，９３９ １１，６１３ △　２，３２６

債券 ６５，１０７ ６２，９４３ △　２，１６３

　国債 ４３，６９９ ４１，８１４ △　１，８８５

　社債 ２１，４０７ ２１，１２８ △　２７８

外国債券 ７，９４９ ７，８４４ △　１０５

その他 ４８，５０３ ４６，８１２ △　１，６９１

合計 １３５，５００ １２９，２１３ △　６，２８６

　なお、上記の評価差額に繰延税金資産２２３百万円を加えた額　△６，０６２百万円が、「その他有価証券評価差

額金」に含まれております。

　また、当中間期において、その他有価証券で時価のある株式について１０８百万円減損処理を行っております。

　減損処理とは、当該株式の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある

と認められないものについて、当該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失と

して処理したものであります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間期末において時価が取得

原価に対して５０％以上下落している銘柄をすべて、２５％以上５０％未満下落している銘柄のうち債務者区分等を

を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。

  ３３． 　時価評価のされてない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

　子会社・子法人等株式 ６８６

 その他有価証券

　非上場株式 １，３９２

　国内私募債　 ４３０

　組合出資 ２，２７３

  ３４． 　金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。

その他の金銭の信託 ５，６７２ ４，７８９ △　　８８２

　なお、上記の評価差額が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

  ３５． 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は、３７，０９５百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の

時期に無条件で取消可能なものが３７，０９５百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。

中間貸借対照表計上額（百万円）

取得原価
　（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

評価差額
（百万円）

中間貸借対照表計上
額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間貸借対照表計上
額（百万円）

評価差額
（百万円）



３６． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産

　貸倒引当金損金算入限度額超過額 ８，１８０ 百万円

　退職給付引当金損金算入限度額超過額 ７３１

　減価償却損金算入限度額超過額 １８６

　繰延資産償却超過額 １４８

　未払賞与 ５６

　株式等有税償却額 １１７

　その他有価証券評価差額金 ２，８９８

　繰延ヘッジ損益 ７９

　その他 ３９４

繰延税金資産小計 １２，７９３

評価性引当額 △５，６０７

繰延税金資産合計 ７，１８６

繰延税金負債

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 ７，１８６ 百万円

３７． 　「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）及び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計

士協会会計制度委員会報告第１４号）等における有価証券の範囲に関する規定が一部改正され（平成１９年６月１５

日付及び同７月４日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用されることに

なったことに伴い、当中間期から改正会計基準及び実務指針を適用しております。

２．中間損益計算書の注記
注１． 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２． １株当たり中間純損失金額　１９円９９銭

３． 「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額２，９３４百万円、株式等売却損１４百万円及び株式等償却１１３百万

円を含んでおります。

４． 特別損失には、減損損失７４百万円を含んでおります。なお、概要は、以下のとおりであります。

　　地域、用途、種類、減損損失額

　　　山口県内、営業用資産２ヵ所、土地、７４百万円

　　減損損失の内訳

　　　７４（内、土地７４）百万円

　管理会計上の最小区分として、営業店単位（ただし、出張所及び連合して営業を行っているグループは当該グルー

プ単位）でグルーピングを行っております。

　店舗の移転及び統廃合の施策により、対象となっている店舗用土地の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額を減損損失として計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、路線価を基にした評価額から処分費用見込額を控除

して算定しております。




